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投資企業に対する会計処理の指針

投資企業に対する会計処理の指針についての概要を、表に示しています。主要な変更点は、上記の

定義に該当する企業は、他の企業（子会社）を連結せずに、そうした他の企業に対する支配持分であ

る投資を、純損益を通じて公正価値で測定することが求められるという点です。

発効日

本修正は、IFRS第10号の適用日よりも1年遅れて、2014年1月1日以降に開始する事業年度から適用

されます。ただし、IASBは、IFRS第10号を最初に適用すると同時に、投資企業が本修正を適用できる

ようにするために、早期適用を容認しています。この連結の免除規定を早期に適用することによって、

該当する企業は、IFRS第10号の新たな基準に基づいて支配の有無の判定を見直す際に費やさなけ

ればならない多くの時間と労力を省けることになるでしょう。

移行の簡略化

適用開始日より前に除外された比較情報の修正再表示や子会社の取扱いなどの分野に関連する多

くの規定が、影響を受ける企業の移行を簡略化するために本修正に含まれています。
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詳細が重要

関連当事者についての開示

関連当事者についての問題として、IAS第24号「関連当事者についての開示」への準拠をめぐる問題

について、規制当局は依然として多くの問題を提起しています。こうした問題は会計処理に影響を及

ぼさないものの、関連当事者についての開示は財務諸表の利用者にとって重要である場合が多く、

そのため見過ごすべきではありません。

IAS第24号第17項では、経営幹部の報酬の合計および以下の項目ごとの開示を行うよう要求していま

す。

・ 短期従業員給付

・ 退職後給付

・ その他の長期給付

・ 解雇給付

・ 株式に基く報酬

経営幹部には、最高幹部かそうでないかを問わず、すべての取締役が含まれ、グループ内の部門の

幹部など、親会社の取締役以外の社員についても含まれる場合があります。

IAS第24号の開示では、取締役または従業員にとっての便益よりも報告企業が認識する費用に焦点

を当てています。このことは、IASにより開示される金額が、取締役の報酬の法定開示として提供され

たものと同額とはならない可能性があることを意味しています。例えば、IAS第24号には以下の事柄が

示されています。

・ IAS第24号第17項では、法定報酬の一部ではない可能性がある経営幹部に関する当該年度にお

けるIFRS第2号の株式に基く報酬費用（収益）について開示するよう要求している。

・ 経営幹部の報酬には事業主の社会保険料が含まれる。

企業によっては、経営幹部の報酬に関して要求される開示を、財務諸表に付随する経営者による説

明に含まれている報酬報告書に示すことを選択する場合があります。これは、当該報告書の特定の情

報への相互参照が財務諸表に含まれており、その情報が監査報告書に示されていることを条件として

認められます。IAS第24号で要求されるすべての情報が含まれていなければなりません。

また、経営幹部の定義に該当すると見なされる取締役以外の従業員を識別する際には、特に経営幹

部の報酬についての開示と取締役の報酬についての開示とを結合している場合には明確さが求めら

れます。

金融商品についての開示

IFRS第7号「金融商品：開示」では、特定の状況において、特に企業が公正価値で測定された金融負

債を有している場合には、非常に多くの開示が要求されます。本基準では、公正価値で計上されてい

る金融商品を公正価値測定へのインプットのレベルに基づいてヒエラルキーに分類するよう要求して

います。公正価値ヒエラルキーは以下の3つのレベルから構成されています。

・ レベル1－同一の資産または負債に関する活発な市場における相場価格（無調整）

・ レベル2－レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産または負債について直接また

は（すなわち価格として）間接（すなわち価格から派生したものとして）に観察可能なもの
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・ レベル3－資産または負債について観察可能な市場データに基づいていないインプット（観察不能

なインプット）

本開示基準は、公正価値で計上されているすべての金融商品に対して適用されます。これには、公

正価値で測定されている売却可能金融資産および損益を通じて公正価値で測定されている金融資

産と金融負債が含まれます。

必要とされる開示の程度は、公正価値測定へのインプットによって決まります。最も単純なケースで

は、公正価値は市場相場価格を用いて直接測定します。しかし、対象となる金融商品によっては、さ

まざまなインプットとともに評価モデルを用いて測定を行う場合があります。公正価値測定のインプット

が観察可能な市場データに基づいていない金融商品に関しては、より詳細な開示が要求されていま

す。公正価値で保有する金融商品を有する企業は、公正価値を測定する際にどのようなインプットを

使用し、したがって当該金融商品がヒエラルキーのどのレベルに分類されるのかについて慎重に検討

する必要があります。

公正価値ヒエラルキーの開示に加えて、うまく対処されていないと規制当局がこれまでに認識した

IFRS第7号のその他に規定には、以下についての開示要求が含まれています。

・ 金融資産の種類別、貸借対照表日に期限が経過しているが、減損はしていない金融資産の年齢に

ついての分析

・ 残存する契約負債を示す金融負債についての満期分析および企業が固有の流動性リスクをどのよ

うに管理しているのかについての記述

・ 報告期間の末日に企業がさらされる各種の市場リスクについての感応度分析

投資不動産

IAS第40号「投資不動産」では、投資不動産の会計処理に関して、2つのモデル（原価モデルと公正

価値モデル）から選択することができます。しかし、原価モデルを採用する場合でも、開示目的上、投

資不動産の公正価値を測定しなければなりません。

特に、公正価値モデルを採用する場合には、重要な開示を財務諸表に示す必要があります。企業は

しばしば、IAS第16号「有形固定資産」に基づいて再評価モデルを不動産に対して適用する場合に要

求されるのと同様の開示を行いますが、IAS第40号ではより拡充した開示が求められます。

IAS第40号で要求される開示には以下の事柄が含まれます。

・ 投資不動産の公正価値を算定する際に採用した方法および重要な仮定

・ 投資不動産の公正価値が独立の鑑定人による評価に基づいている程度

・ 投資不動産の評価額が、財務諸表の目的で大幅に修正されている場合、入手した評価額と財務諸

表に計上した修正後の評価額との調整額

規制当局は、方法および重要な仮定の開示には、公正価値の算定が市場で得られる証拠に基づい

ているのか、または不動産の性質上、および比較可能な市場データが入手できないため、企業が開

示するその他の要因により大きく依存しているのかについての説明を含める必要があると述べました。

規制当局はその見解において、当該要件は評価が国際評価基準に基づいて実施されたという記述

によって満たされるものではないことを指摘しました。

経営者がどのように自己使用不動産と投資不動産とを識別したのかついて、重要な判断を開示する

よう求められる場合があります。分類が困難な場合には、IAS第40号は採用した規準を開示するよう要

求しています。
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2013年におけるIFRSの変更

2013年は多くの基準が公表

2012年とは対照的に、2013年1月1日（各国の法律によります）を発効日とする新基準および修正基準

は多数あります。セクション16で説明した新たな連結に関する基準を公表すると同時に、IASBは共同

支配の取決めおよび他の企業への関与の開示についての新しい基準を公表しました。その他の変更

には、公正価値測定に関する新しい基準および確定給付型年金制度に関する会計処理の修正が含

まれます。公正価値測定を除いて、主要な変更は遡及して適用されます。したがって、2012年1月1日

（IASBの発効日に基づく）から企業の比較貸借対照表に反映させる必要があります。ただし、状況次

第で、経過措置の適用が可能となっています。

他の企業への関与

IASBは2011年5月に、他の企業への関与の会計処理および新たな開示要求を取り扱っている一連の

新しい基準を公表しました。それらの新基準には以下のものがあります。

・ IFRS第10号「連結財務諸表」（IAS第27号「連結および個別財務諸表」とSIC第12号「連結－特別目

的事業体」を置き換える）

・ IFRS第11号「共同支配の取決め」（IAS第31号「ジョイント・ベンチャーに対する持分」を置き換える）

・ IFRS第12号「他の企業への関与の開示」

・ IAS第27号（改訂）「個別財務諸表」

・ IAS第28号（改訂）「関連会社および共同支配企業に対する投資」

他の企業（特に、関連会社および共同支配企業）に対する投資を有する企業は、適用する会計処理

を見直す必要があります。IFRS第11号およびIFRS第12号の重要なポイントを、以下で簡潔に説明しま

す（IFRS第10号については、セクション16で個別に取り上げています）。

IFRS第11号「共同支配の取決め」

IFRS第11号では、2種類の共同支配の取決め（共同支配事業および共同支配企業（ジョイント・ベン

チャー））を定義しています。これは、IFRS第11号によって置き換えられたIAS第31号における3つの分

類とは異なります。そこで、共同支配の取決めに対する持分を有する企業は、IFRS第11号に基づいて

取決めの分類を評価する必要があります。

IAS第31号における共同支配企業（jointly controlled entities）は、IFRS第11号における共同支配企

業（joint ventures）と同義であることがほとんどです。しかし、IFRS第11号では、共同支配企業に対し

て比例連結法の使用を容認していません。代わりに、IAS第28号に基づいて持分法を適用しなければ

なりません。これにより、多くの企業において重要な変更が生じることとなります。
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IFRS第12号「他の企業への関与の開示」

IFRS第12号は、他の新基準を補完することを目的とするものです。子会社、共同支配企業、関連会社

および非連結の組成された企業に関する整合性のある開示要求が示されています。本開示要請は

広範囲にわたっており、一部の企業、特に重要な非支配持分を有する企業にとっては相当量の新し

い開示を行うことになると思われます。

組成された企業は、SIC第12号において以前は取り扱われていた特別目的事業体に類似していま

す。IFRS第12号で要求されている開示は、組成された企業に対する持分によって企業がさらされるリ

スクについて透明性を提供することを目的としています。

公正価値測定

IFRS第13号「公正価値測定」では、どの項目を公正価値で測定しなければならないのかは規定され

ていません。しかし、公正価値測定が他の基準によって求められる場合、IFRS第13号では公正価値

の測定方法を示しており、公正価値の情報開示に関する基準を提供しています。IFRS第13号の規定

は、当該基準が最初に適用される年次期間の期首において将来に向かって適用されます。

IFRS第13号では、公正価値を、測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却

するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格として定義していま

す。本基準では、公正価値は資産または負債の主要な市場、もしくは主要な市場が存在しない場合

には最も有利な市場で行われる取引に基づくと明確に示されています。主要な市場とは、当該資産ま

たは負債についての活動の量と水準が最大である市場のことをいいます。

IFRS第13号の開示基準により、一部の企業は相当量の追加的な開示を行うことになると思われます

（例えば、投資不動産を公正価値で測定する場合）。本基準は、IFRS第7号「金融商品：開示」によっ

て要求されている公正価値に関する開示の基準を公正価値で測定される非金融項目に対しても拡大

しており、公正価値で測定されない特定の項目の公正価値についての開示も要求しています。

年金制度の会計

IAS第19号「従業員給付」の修正により、確定給付型年金制度の会計処理が影響を受けます。保険数

理上の差異を認識するための回廊アプローチおよび保険数理上の差異を純損益として認識する選

択肢が廃止されました。その代わり、すべての保険数理上の差異（現在、IAS第19号では「再測定」と

呼ばれています）はそれらが生じた年度にその他の包括利益として認識されることになります。

さらに、利息費用の純額の算定方法が変わりました。そのため、制度資産の期待収益と確定給付債

務の積立に係る利息費用とを個別に算定することがなくなります。代わりに、単一の利率（通常は優良

一連の新基準に関する詳細な情報については、IFRSニュース特

別号「新しい連結基準」をご覧下さい。 IFRS News
Special Edition
May 2011

The IASB has published the following five new
Standards dealing with group issues and off-balance
sheet activity:
• IFRS 10 ‘Consolidated Financial Statements’
• IFRS 11 ‘Joint Arrangements’
• IFRS 12 ‘Disclosure of Interests in Other

Entities’
• IAS 27 (Revised) ‘Separate Financial Statements’
• IAS 28 (Revised) ‘Investments in Associates and

Joint Ventures’.

This special edition of IFRS News informs you
about the new Standards and the implications they
may have.

“The new Standards on consolidations, joint arrangements
and related disclosures are part of a package that merits the
attention of all companies with significant involvement in
other entities. 

IFRS 10 provides a revised framework to assess when one
entity controls another that will apply both to more
conventional subsidiaries and to special purpose vehicles. We
expect that, in most cases, conclusions as to what should be
consolidated will be unchanged. However, ‘borderline’
consolidation decisions taken under IAS 27 will need to be
reassessed and some will inevitably be revised. IFRS 12’s
enhanced disclosure requirements will be particularly
important in bringing transparency to more judgemental
situations, including special purpose vehicles. 

IFRS 11 meanwhile eliminates the use of proportionate
consolidation for joint ventures. This will be a significant
presentational change for the many venturers that chose this
accounting policy under IAS 31. Although net assets will not
be affected, the removal of that method of accounting will
affect individual balance sheet and performance ratios.” 

Andrew Watchman 
Executive Director of International Financial Reporting

New consolidations standards
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社債の市場利回り）を確定給付債務と制度資産との純額に適用します。このことは、損益に影響を及

ぼし、結果的に大半の企業の利益が減少することになります。

IFRS第13号「公正価値測定」に関する詳細な情報については、本

問題について取り上げているIFRSニュース特別号をご覧下さい。 IFRS News
Special Edition
October 2011

The IASB has published IFRS 13 ‘Fair Value
Measurement’. The Standard:
• explains how to measure fair value by providing

a clear definition and introducing a single set of
requirements for (almost) all fair value
measurements

• clarifies how to measure fair value when a
market becomes less active

• improves transparency through additional
disclosures.

IFRS 13 applies to both financial and non-financial
items but does not address or change the
requirements on when fair value should be used.

“Fair value is pervasive in IFRS – it’s permitted or required in
more than twenty of the IASB’s standards. But most reported
assets and liabilities do not have quoted market prices, so fair
value needs to be estimated. Despite its widespread use, the
guidance in IFRS on fair value estimation has been patchy and
inconsistent. IFRS 13 aims to address this by providing a single,
more comprehensive source of guidance that will apply to
almost all fair value estimates (including disclosed fair values). 

Valuation techniques and assumptions used in making
these estimates will need to be reviewed. For non-financial
assets in particular, entities may find that they need to refine
their valuation methods. 

But will IFRS 13 actually change fair values significantly?
The answer will often be no, as much of the new guidance is
intended to be consistent with common valuation practices.
However, its impact ultimately depends on the items being
fair valued and the techniques currently used. For example, if a
company includes ‘blockage’ adjustments when valuing a large
shareholding, then IFRS 13 will certainly make a difference.

Even entities largely unaffected by the valuation guidance 
are likely to be affected by IFRS 13’s extensive disclosures.” 

Andrew Watchman 
Executive Director of International Financial Reporting

IFRS 13 Fair Value Measurement 
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今後の見通し

IFRS第9号

IFRS第9号「金融商品」の適用日が近づいています。金融危機を受けて起草された本基準により、IAS

第39号「金融商品：認識および測定」が置き換えられます。

企業はIFRS第9号を早期に適用することができます（各国の法律に従います）が、本基準はまだ完成

には至っていません。最新版では、金融資産と金融負債の分類および測定ならびに認識の中止につ

いて取り扱っています。IASBは、減損処理（公開草案は、2013年第1四半期に公表される予定です）

およびヘッジ会計（本セクションは、2013年第2四半期に公表される予定です）に関する規定について

引き続き対処しています。

本基準が完成しないため、企業による適用が進んでいません（金融資産の分類および測定に関する

規定についても、2012年11月に公開草案「分類および測定：IFRS第9号の限定的な修正」が公表され

た結果、改訂される可能性があります）。そうとはいえ、企業はIAS第39号の適用範囲に含まれるすべ

ての金融商品の分類を見直す必要があるため、本基準を無視することはできません。企業の財政状

態および報告利益に与える影響を検討し、情報システムの変更についても実施しなければならない

でしょう。2015年1月1日の強制適用日まで残り2年を切っており、それまでに必要な評価を完了し、シ

ステムの変更を実施することを予定している場合には、今から措置を講じる必要があります。

変わり続けるIFRS

IASBは、収益およびリースを含め、今後数年にわたり、IFRSの主要な分野を改善するための作業計

画を多数有しています。そうした計画の最新情報を以下に示します。影響はまだ先のことのように思わ

れるかもしれませんが、これらの主要な変更については事前に十分な検討を行う必要があります。

収益

IASBと米国の基準設定主体であるFASBは、収益認識に関する新基準を開発する共同プロジェクトを

行っています。本プロジェクトでは、IAS第18号「収益」、IAS第11号「工事契約」およびIFRS解釈指針

委員会の解釈指針のいくつかを置き換えることを計画しています。

基準案である「顧客との契約から生じる収益」の公開草案が、2010年6月に公表されました。その後、

再公開草案（コメント募集期限は2012年3月31日までとなっています）が2011年11月に公表されまし

た。最終基準は2013年前半に公表される予定です。当該新基準の適用日はまだ確定していません。

2015年1月1日以降に開始する事業年度よりも後になると思われ、遅ければ2017年1月1日になる可能

性があります。当該基準では、遡及適用により比較情報の修正再表示が要求される予定です。この場

合、比較対象期間の開始時点において締結されている既存の契約すべてが影響を受けることになり

ます。

新基準が最終的に基準化されると、表題が示す通り、契約が収益の会計処理方法において重要な要

素となります。ここで基本となる原則は、収益は販売企業の活動に基づいてではなく、顧客への物品

またはサービスの支配の移転に基づいて認識されるということです。

当該公開草案における提案に対する回答者の多くは、サービスの提供による収益は契約終了時に認

識される場合が多くなり、IAS第18号に基づくこれまでのケースと比べると、認識が非常に遅れることと
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なる点に懸念を示しました。この分野については見直しが行われており、新しい公開草案では、顧客

へのサービスの支配の移転は特定の要件が満たされる場合には、継続して生じる可能性があることを

明確にしています。

リース

IASBは2010年8月に、長く待ち望まれたリースに関する公開草案を公表しました。IFRSとして公表され

る際には、現行の基準であるIAS第17号が置き換えられます。新しい基準は、借手（lessee）と貸手

（lessor）の両方を対象としています。収益に関して、多数のコメントレターが寄せられており、当初の公

開草案に対して重要な変更が提案されたため、リースの公開草案は再公表される予定です。新しい

公開草案は2013年前半に公表される予定ですが、新基準の適用日についてはまだ提案されていま

せん。

借手については、現在のオペレーティング・リースとファイナンス・リースという分類が廃止され、「オン

バランスシート」モデルに置き換えられます。借手は使用権資産と対応するリース料支払義務負債を

認識します。本提案の重要な変更点は、すべてのリースは引き続き貸借対照表に計上されますが、費

用を損益に認識する際の会計処理として2つのモデルが提案されており、リース契約の内容に応じて

どちらかを選択するという点です。新しい公開草案が公表されれば、詳細が明らかになるでしょう。

IASBはいくつかの経過措置を提案しておりますが、多くの既存のリースについては修正再表示を行う

必要があると思われます。

貸手については、2010年の公開草案では、原資産の有するリスクおよび便益に対する貸手のエクス

ポージャーに基づく2つのアプローチが提案されました。しかし、貸手に関する提案は、新しい公開草

案において変更されることになりそうです。

統合報告

近い将来、記述による報告の一部が改善される可能性があります。そのうちの一つは、国際的に認め

られた統合報告フレームワークを開発するというものです。国際統合報告評議会（IIRC）が、本フレー

ムワークの開発を担当しています。

IIRCの最終的な目標は、統合報告に関するフレームワークを開発し、世界各国にその使用を推進す

ることにあります。当該フレームワークの目的は、組織の戦略、ガバナンス、財務業績と組織が事業を

行う社会上、環境上および商業上の背景との関係をまとめることにあります。

IIRCは現在、統合報告に関するフレームワークを開発するための試験的なプロジェクトの初期段階に

あります。グラント・ソントンUKのメンバーファームであるグラント・ソントン・UK LLPを含め、企業や産業

における80以上の組織が、本プロジェクトに関与しています。本プロジェクトは現在、2014年9月まで

運営されることになっており、当該フレームワークのバージョン1.0が2013年12月に公表される予定で

す。
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